
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像素子を有するビデオスコープと、前記ビデオスコープおよび表示用モニタが接続さ
れるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であって、
　被写体の動画像を前記モニタへ表示するため、被写体に応じた画像信号を前記撮像素子
から所定時間間隔毎に読み出して処理する動画像表示手段と、
　被写体を照明するため光源から放射される光の光量を調整する光量調整手段と、
　静止画像の記録を実行するための記録実行操作部材と、
　被写体の静止画像を記録するため、前記記録実行操作部材に対する操作に従い、前記所
定時間間隔よりも短い時間に対応した電子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって
前記撮像素子から被写体に応じた画像信号を読み出して処理する静止画像記録手段とを備
え、
　前記静止画像記録手段が、
　前記モニタに 静止画像を暫定的に表示させるため、前記記録実行操作部材が操作さ
れた

静止画像表示動作を実行させる暫定静止画像表示手段と、
　被写体への光量が静止画像の記録に対応する基準光量に達するように前記光量調整手段
を 光量増加手段と、
　前記被写体への光量が前記基準光量に達するまで静止画像記録動作の実行を待機させる
待機手段と、
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暫定
ときに前記動画像表示手段によって前記撮像素子から読み出される画像信号に基づい

て

駆動して光量を増加させる



　前記被写体への光量が前記基準光量に達した場合、前記静止画像記録動作を実行させて
静止画像を記録する記録実行手段とを有
　

　
ことを特徴とする電子内視鏡装置。

【請求項２】
　前記光量調整手段が絞りであり、
　前記光量増加手段が、被写体への光量が前記基準光量に達するまで前記絞りを開けるこ
とを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡装置。
【請求項３】
　前記光量増加手段が、前記絞りを徐々に開けていくことを特徴とする請求項２に記載の
電子内視鏡装置。
【請求項４】
　前記静止画像の明るさと前記動画像の明るさが実質的に等しくなるように、前記電子シ
ャッタ速度に対応した時間と前記所定時間間隔との比に基づいて前記基準光量が定められ
ることを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡装置。
【請求項５】
　前記待機手段が、前記撮像素子から読み出される画像信号により算出される輝度値に基
づいて、前記被写体への光量が前記基準光量に達しているか否かを判断する光量判別手段
を有することを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡装置。
【請求項６】
　動画像の明るさが一定となるように、明るさ基準となる動画像基準輝度値に基づいて前
記光量調整手段を制御する自動調光処理手段をさらに有し、
　前記待機手段が、前記撮像素子から読み出される画像信号により算出される輝度値が前
記基準光量に応じた静止画像基準輝度値に達しているか否かを判別する輝度値判別手段を
有することを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡装置。
【請求項７】
　前記待機手段が、被写体への光量が前記基準光量に達するまで前記電子シャッタ動作お
よび前記静止画像記録動作を実行させず、
　被写体への光量が前記基準光量に達した場合、前記記録実行手段が前記電子シャッタ動
作および前記静止画像記録動作を実行させることを特徴とする請求項１に記載の電子内視
鏡装置。
【請求項８】
　前記待機手段が、被写体への光量が前記基準光量に達するまでの間、前記電子シャッタ
動作を実行させる一方で前記静止画像記録動作を実行させず、
　被写体への光量が前記基準光量に達した場合、前記記録実行手段が前記静止画像記録動
作を実行させることを特徴とする請求項１に記載の電子内視鏡装置。
【請求項９】
　静止画像の記録を実行するための記録実行操作部材および撮像素子を有するビデオスコ
ープと、前記ビデオスコープおよび表示用モニタが接続される電子内視鏡装置のプロセッ
サであって、
　被写体の動画像を前記モニタへ表示するため、被写体に応じた画像信号を前記撮像素子
から所定時間間隔毎に読み出して処理する動画像表示手段と、
　被写体を照明するため光源から放射される光の光量を調整する光量調整手段と、
　被写体の静止画像を記録するため、前記操作部材に対する操作に従い、前記所定時間間
隔よりも短い時間に対応した電子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって前記撮像
素子から被写体に応じた画像信号を読み出して処理する静止画像記録手段とを備え、
　前記静止画像記録手段が、
　前記モニタに 静止画像を暫定的に表示させるため、前記記録実行操作部材が操作さ
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し、
前記暫定静止画像表示手段が、前記記録実行操作部材が操作されてから前記静止画像記

録動作が実行されるまでの間、前記暫定静止画像を表示し、
前記静止画像記録手段が、静止画像記録動作が実行されると、記録される静止画像を前

記モニタに表示する

暫定



れた
静止画像表示動作を実行させる暫定静止画像表示手段と、

　被写体への光量が静止画像の記録に対応する基準光量に達するように前記光量調整手段
を 光量増加手段と、
　前記被写体への光量が前記基準光量に達するまで静止画像記録動作の実行を待機させる
待機手段と、
　前記被写体への光量が前記基準光量に達した場合、前記静止画像記録動作を実行させて
静止画像を記録する記録実行手段とを有
　

　
ことを特徴とする電子内視鏡装置のプロセッサ。

【請求項１０】
　撮像素子を有するビデオスコープと、前記ビデオスコープおよび表示用モニタが接続さ
れるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であって、被写体の動画像を前記モニタへ表示
するため、被写体に応じた画像信号を前記撮像素子から所定時間間隔毎に読み出して処理
する動画像表示手段と、被写体を照明するため光源から放射される光の光量を調整する光
量調整手段と、静止画像の記録を実行するための記録実行操作部材とを備えた電子内視鏡
装置用静止画像記録装置において、
　被写体の静止画像を記録するため、前記操作部材に対する操作に従い、前記所定時間間
隔よりも短い時間に対応した電子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって前記撮像
素子から被写体に応じた画像信号を読み出して処理する静止画像記録手段 備え、
　前記静止画像記録手段が、
　前記モニタに 静止画像を暫定的に表示させるため、前記記録実行操作部材が操作さ
れた

静止画像表示動作を実行させる暫定静止画像表示手段と、
　被写体への光量が静止画像の記録に対応する基準光量に達するように前記光量調整手段
を 光量増加手段と、
　前記被写体への光量が前記基準光量に達するまで静止画像記録動作の実行を待機させる
待機手段と、
　前記被写体への光量が前記基準光量に達した場合、前記静止画像記録動作を実行させて
静止画像を記録する記録実行手段とを有
　

　
ことを特徴とする電子内視鏡装置用静止画像記録装置。

【請求項１１】
　撮像素子を有するビデオスコープと、前記ビデオスコープおよび表示用モニタが接続さ
れるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であって、被写体の動画像を前記モニタへ表示
するため、被写体に応じた画像信号を前記撮像素子から所定時間間隔毎に読み出して処理
する動画像表示手段と、被写体を照明するため光源から放射される光の光量を調整する光
量調整手段と、静止画像の記録を実行するための記録実行操作部材と、被写体の静止画像
を記録するため、前記操作部材に対する操作に従い、前記所定時間間隔よりも短い時間に
対応した電子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって前記撮像素子から被写体に応
じた画像信号を読み出して処理する静止画像記録手段とを備えた電子内視鏡装置において
静止画像記録処理を実行するためのプログラムであって、
　前記モニタに 静止画像を暫定的に表示させるため、前記記録実行操作部材が操作さ
れた

静止画像表示動作を実行させる暫定静止画像表示手段と、
　被写体への光量が静止画像の記録に対応する基準光量に達するように前記光量調整手段
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ときに前記動画像表示手段によって前記撮像素子から読み出される画像信号に基づい
て

駆動して光量を増加させる

し、
前記暫定静止画像表示手段が、前記記録実行操作部材が操作されてから前記静止画像記

録動作が実行されるまでの間、前記暫定静止画像を表示し、
前記静止画像記録手段が、静止画像記録動作が実行されると、記録される静止画像を前

記モニタに表示する

を

暫定
ときに前記動画像表示手段によって前記撮像素子から読み出される画像信号に基づい

て

駆動して光量を増加させる

し、
前記暫定静止画像表示手段が、前記記録実行操作部材が操作されてから前記静止画像記

録動作が実行されるまでの間、前記暫定静止画像を表示し、
前記静止画像記録手段が、静止画像記録動作が実行されると、記録される静止画像を前

記モニタに表示する

暫定
ときに前記動画像表示手段によって前記撮像素子から読み出される画像信号に基づい

て



を 光量増加手段と、
　前記被写体への光量が前記基準光量に達するまで静止画像記録動作の実行を待機させる
待機手段と、
　前記被写体への光量が前記基準光量に達した場合、前記静止画像記録動作を実行させて
静止画像を記録する記録実行手段とを機能させ
　

　
ことを特徴とするプログラム。

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮像素子を有するビデオスコープ（電子スコープ）と、撮像素子から読み出さ
れる画像信号に対して信号処理を施すプロセッサとを備えた電子内視鏡装置に関し、特に
、静止画像の記録を実行するフリーズ動作に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来の電子内視鏡装置では、動画像をモニタへ表示するとともに、オペレータの操作に従
ってフリーズ動作が実行可能である。すなわち、静止画像の記録処理が実行され、静止画
像がメモリやビデオレコーダなどの記録装置に記録される。
【０００３】
電子内視鏡装置において静止画像を記録する場合、ビデオスコープの手ぶれや観察部位自
体の動きなどにより、記録された静止画像に解像度、色ずれなどが生じ、画質が低下する
恐れがある。特に、観察部位とビデオスコープ先端との距離が離れている状態、あるいは
画像の拡大機能を利用してズーム撮影している場合、画質低下が顕著となる。このような
問題を解決するため、フリーズ動作実行において、被写体へ照射する光量を増加させると
ともに、電子シャッタのシャッタ速度を高速に設定する構成が知られている（特開平６－
２９６５８０号、特開平１１－２４４２２９号および特開２００１－１００１１１号参照
）。この場合、絞り全開動作やストロボ発光によって光量が増加され、その光量増加に応
じてシャッタ速度が設定される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
上記の構成では、増加させる光量があらかじめ決定されており、適切な明るさの静止画像
を記録するためには、順次記録される静止画像の輝度レベルを判断しながらシャッタ速度
を調整する必要がある。また、フリーズ動作直前における絞りの開度が小さいと、絞り全
開動作によって被写体への光量が瞬間的に過度に増加してしまい、適切な明るさの静止画
像を得ることが難しい。
【０００５】
そこで本発明では、フリーズ動作を繰り返し実行することなく適切な明るさの静止画像を
得ることができるとともに、フリーズ動作の最中において被写体観察に支障のない画像を
モニタに表示することができる電子内視鏡装置および内視鏡用静止画像記録装置を得るこ
とを目的とする。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の電子内視鏡装置は、撮像素子を有するビデオスコープとビデオスコープおよび表
示用モニタが接続されるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であって、プロセッサには
、被写体像を表示するためのモニタが接続される。電子内視鏡装置は、被写体の動画像を
表示するため、被写体に応じた画像信号を撮像素子から所定時間間隔毎に読み出して処理
する動画像表示手段を有する。例えば、カラーテレビジョン方式としてＮＴＳＣ方式が適
用される場合、動画像表示のため１／６０秒間隔で画像信号を読み出せばよい。また、電
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駆動して光量を増加させる

、
前記記録実行操作部材が操作されてから前記静止画像記録動作が実行されるまでの間前

記暫定静止画像を表示するように、前記暫定静止画像表示手段を機能させ、
静止画像記録動作が実行されると記録される静止画像を前記モニタに表示するように、

前記静止画像記録手段を機能させる



子内視鏡装置は、被写体を照明するため光源から放射される光の光量を調整する光量調整
手段を有する。例えば、光量調整手段は絞りであり、光源とライトガイドなどの光伝達部
材との間に介在するように絞りが配置される。また、絞りの代わりに液晶板（液晶シャッ
タ）や偏光板を配置してもよい。あるいは、光源から放射される光の発光量を制御するよ
うに発光制御制御回路を光量調整手段として設けてもよい。
【０００７】
モニタに表示される動画像の明るさを適切にするため、電子内視鏡装置は、表示される動
画像の明るさが同一となるように光量調整手段を制御する自動調光処理手段を備えるのが
よい。例えば、光量調子手段が絞りである場合、撮像素子から順次読み出される画像信号
に基づいて輝度値を算出し、その輝度値と被写体像の適切な明るさを示す動画像基準輝度
値とに基づいて絞りを開閉させればよい。輝度値は、被写体像の代表的明るさを示す輝度
レベルの値であり、例えば明るさを１～２５６段階に分けた場合、０～２５５のいずれか
の整数値で表される。輝度値としては、例えば被写体像全体の明るさ平均を示す輝度平均
値が適用される。この場合、動画像基準輝度値としては、例えば１２０～１４０のいずれ
かの値に設定すればよい。
【０００８】
電子内視鏡装置は、フリーズ動作を実行するため、オペレータにより操作される記録実行
操作部材と、静止画像記録手段とを備える。例えば、ビデオスコープにフリーズ動作実行
用スイッチを設けるのがよい。静止画像記録手段は、静止画像を記録するため、動画像表
示における画像信号読出し時間間隔に相当する上記所定時間間隔よりも短い時間に対応し
た電子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって、撮像素子から被写体に応じた画像
信号を読み出して処理する。プロセッサにビデオレコーダなどの記録装置が接続され、オ
ペレータのスイッチ操作に従い、静止画像がプロセッサ内のメモリおよび記録装置へ記録
される。静止画像記録時の露光時間に対応する電子シャッタ速度は、動画像表示における
読出し時間間隔やビデオスコープ先端と観察被写体との距離等を考慮して定めればよい。
【０００９】
本発明の静止画像記録手段は、暫定静止画像表示手段と、光量増加手段と、待機手段と、
記録実行手段とを有することを特徴とする。オペレータによって記録実行操作部材が操作
されると、暫定静止画像表示手段は、モニタに静止画像を暫定的に表示させるため、前記
記録実行操作部材が操作された直後に静止画像表示動作を実行させる。例えば、プロセッ
サ内のメモリに一時的に静止画像に応じた画像信号を格納させ、メモリの書き換え処理を
実行させないことによって静止画像をモニタに表示させる。光量増加手段は、被写体への
光量が静止画像の記録に対応する基準光量に達するように光量調整手段を制御する。ここ
で、基準光量は、所望する静止画像の明るさが得られる時に必要な光量を示し、設定され
た電子シャッタ速度又は／および所定時間間隔に基づいて定められる。記録された静止画
像から医師が正確に診断できるように、静止画像の明るさと動画像の明るさが実質的に等
しくなるようにするのが望ましい。この場合、基準光量は、電子シャッタ速度に対応した
時間と所定時間間隔との比に基づいて定められる。例えば、所定時間間隔が１／６０秒で
電子シャッタ速度が１／１２０秒である場合、基準光量は、フリーズ動作実行直前におい
て被写体へ照射される光量の２倍の光量に定められる。光量調整手段が絞りである場合、
光量増加手段は、基準光量に達するまで現在の開度より絞りを所定量だけさらに開ける。
このとき、迅速かつ適切に光量が基準光量に達するように、絞りを徐々に開けていくのが
望ましい。
【００１０】
被写体への光量が基準光量に達するまでの間、待機手段は、静止画像記録動作の実行を待
機させる。そして、記録実行手段は、被写体への光量が基準光量に達した場合、静止画像
記録動作を実行させて静止画像を記録する。例えば、画像記録手段は、プロセッサ内に設
けたメモリに静止画像の画像信号を格納し、メモリからビデオレコーダなどの記録装置へ
画像信号を送る。記録実行手段は、基準光量に達すると同時に静止画像を記録してもよく
、あるいは遅延時間（ Delay Time）を設けて静止画像を記録してもよい。
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【００１１】
被写体への光量が基準光量に達する時点を見計らって記録動作が実行されるため、像ブレ
がない静止画像を一度で得ることができる。また、光量調整手段の構成に応じて電子シャ
ッタ速度を設定することが可能であり、画像信号の読出し時間間隔（所定時間間隔）およ
び電子シャッタ速度に従って基準光量を適宜設定することが可能である。そのため、フリ
ーズ動作時における光量増加の程度が適正に設定されることにより、適切な明るさの静止
画像を常に得ることができる。特に、光量調整手段が絞りの場合、絞りの開度と光量増加
量（変化量）の特性を考慮しながら電子シャッタ速度および基準光量を定めればよい。
【００１２】
さらに、記録実行操作部材が操作されてから実際に静止画像が記録されるまでの間、暫定
的に静止画像がモニタに表示される。そのため、光量が基準光量に達するまでの過程にお
いて、明るさ変化の著しい被写体像はモニタに表示されない。このように暫定的に静止画
像を表示することにより、フリーズ動作時にオペレータに不快感を与えず、また、フリー
ズ動作時に被写体像の急激な明るさ変化によって操作ミスを起こすことを防ぎ、観察、処
置等に影響を与えなくて済む。
【００１３】
簡易な構成によって基準光量に達しているか否かを判断するため、待機手段は、輝度値に
基づいて被写体への光量が基準光量に達しているか否かを判断する光量判別手段を有する
ことが望ましい。この場合、被写体への光量は、撮像素子の露光量として検出される。輝
度値は、動画像表示と同様に、撮像素子から順次一定の時間間隔で画像信号を読出し、読
み出した画像信号に基づいて算出すればよい。自動調光処理待機手段が実行されている場
合、待機手段は、算出される輝度値が基準光量に応じた静止画像基準輝度値に達している
か否かを判別する輝度値判別手段を有するのが好ましい。
【００１４】
フリーズ動作を実行開始してから実際に静止画像を記録するまでの間、例えば待機手段は
、被写体への光量が基準光量に達するまで電子シャッタ動作および静止画像記録動作を実
行させず、被写体への光量が基準光量に達した場合に記録実行手段が電子シャッタ動作お
よび静止画像記録動作を実行させることが望ましい。例えば、待機手段が輝度値に基づい
て基準光量に達しているか否かを判断し、所定時間間隔と電子シャッタ速度との比が２倍
である場合、静止画像基準輝度値は動画像基準輝度値の２倍の値となる。
【００１５】
あるいは、待機手段は、伝シャッタ動作を実行させる一方で静止画像記録動作を実行させ
ず、被写体への光量が基準光量に達した場合、記録実行手段が静止画像記録動作を実行さ
せるようにしてもよい。この場合、待機手段が輝度値に基づいて基準光量に達しているか
否かを判断し、所定時間間隔と電子シャッタ速度との比が２倍である場合、静止画像基準
輝度値は動画像基準輝度値と等しい。
【００１６】
本発明の電子内視鏡装置のプロセッサは、静止画像の記録を実行するための記録実行操作
部材および撮像素子を有するビデオスコープと、ビデオスコープおよび表示用モニタが接
続される電子内視鏡装置のプロセッサであって、被写体の動画像をモニタへ表示するため
、被写体に応じた画像信号を撮像素子から所定時間間隔毎に読み出して処理する動画像表
示手段と、被写体を照明するため光源から放射される光の光量を調整する光量調整手段と
、被写体の静止画像を記録するため、操作部材に対する操作に従い、所定時間間隔よりも
短い時間に対応した電子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって撮像素子から被写
体に応じた画像信号を読み出して処理する静止画像記録手段とを備え、静止画像記録手段
は、モニタに静止画像を暫定的に表示させるため、記録実行操作部材が操作された直後に
静止画像表示動作を実行させる暫定静止画像表示手段と、被写体への光量が静止画像の記
録に対応する基準光量に達するように光量調整手段を制御する光量増加手段と、被写体へ
の光量が基準光量に達するまで静止画像記録動作の実行を待機させる待機手段と、被写体
への光量が基準光量に達した場合、静止画像記録動作を実行させて静止画像を記録する記
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録実行手段とを有することを特徴とする電子内視鏡装置のプロセッサ。
【００１７】
本発明の電子内視鏡装置用静止画像記録装置は、撮像素子を有するビデオスコープと、ビ
デオスコープおよび表示用モニタが接続されるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であ
って、被写体の動画像をモニタへ表示するため、被写体に応じた画像信号を撮像素子から
所定時間間隔毎に読み出して処理する動画像表示手段と、被写体を照明するため光源から
放射される光の光量を調整する光量調整手段と、静止画像の記録を実行するための記録実
行操作部材とを備えた電子内視鏡装置用静止画像記録装置において、被写体の静止画像を
記録するため、操作部材に対する操作に従い、所定時間間隔よりも短い時間に対応した電
子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって撮像素子から被写体に応じた画像信号を
読み出して処理する静止画像記録手段とを備え、静止画像記録手段が、モニタに静止画像
を暫定的に表示させるため、記録実行操作部材が操作された直後に静止画像表示動作を実
行させる暫定静止画像表示手段と、被写体への光量が静止画像の記録に対応する基準光量
に達するように光量調整手段を制御する光量増加手段と、被写体への光量が基準光量に達
するまで静止画像記録動作の実行を待機させる待機手段と、被写体への光量が基準光量に
達した場合、静止画像記録動作を実行させて静止画像を記録する記録実行手段とを有する
ことを特徴とする。
【００１８】
本発明のプログラムは、撮像素子を有するビデオスコープと、ビデオスコープおよび表示
用モニタが接続されるプロセッサとを備えた電子内視鏡装置であって、被写体の動画像を
モニタへ表示するため、被写体に応じた画像信号を撮像素子から所定時間間隔毎に読み出
して処理する動画像表示手段と、被写体を照明するため光源から放射される光の光量を調
整する光量調整手段と、静止画像の記録を実行するための記録実行操作部材と、被写体の
静止画像を記録するため、操作部材に対する操作に従い、所定時間間隔よりも短い時間に
対応した電子シャッタ速度による電子シャッタ動作によって撮像素子から被写体に応じた
画像信号を読み出して処理する静止画像記録手段とを備えた電子内視鏡装置において静止
画像記録処理を実行するためのプログラムであって、モニタに静止画像を暫定的に表示さ
せるため、記録実行操作部材が操作された直後に静止画像表示動作を実行させる暫定静止
画像表示手段と、被写体への光量が静止画像の記録に対応する基準光量に達するように光
量調整手段を制御する光量増加手段と、被写体への光量が基準光量に達するまで静止画像
記録動作の実行を待機させる待機手段と、被写体への光量が基準光量に達した場合、静止
画像記録動作を実行させて静止画像を記録する記録実行手段とを機能させることを特徴と
する。
【００１９】
【発明の実施の形態】
以下では、図面を参照して本発明の実施形態である電子内視鏡装置について説明する。
【００２０】
図１は、第１の実施形態である電子内視鏡装置のブロック図である。
【００２１】
電子内視鏡装置では、撮像素子であるＣＣＤ５４を有するビデオスコープ５０と、ＣＣＤ
５４から読み出される画像信号を処理するプロセッサ１０とが備えられており、観察部位
の画像を動画像あるいは静止画像として表示するモニタ６０がプロセッサ１０に接続され
る。ビデオスコープ５０はプロセッサ１０に着脱自在に接続可能であり、また、プロセッ
サ１０にはビデオレコーダ７０、ビデオプリンタ８０が接続されている。
【００２２】
ランプ点灯スイッチ（図示せず）がＯＮになると、ランプ電源３６から光源ランプ３４へ
電力が供給されて点灯する。点灯した光源ランプ３４から放射された光は、集光レンズ（
図示せず）および絞り３３を介してビデオスコープ５０内に設けられた光ファイバー束５
６の入射端に入射する。光ファイバー束５６は、光源ランプ３４から放射される光を観察
部位Ｓのあるビデオスコープ５０の先端側へ伝達する光ファイバーであり、光ファイバー
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束５６を通った光は出射端５６Ｂから出射する。出射端５６Ｂから出射した光は拡散レン
ズである配光レンズ（図示せず）を介して観察部位Ｓに照射される。
【００２３】
観察部位Ｓにおいて反射した光は、対物レンズ（図示せず）を通ってＣＣＤ（ Charge-Cou
pled Device ）５４の受光面に到達し、これにより観察部位Ｓの被写体像がＣＣＤ５４の
受光面に形成される。本実施形態では、カラー撮像方式として単板同時式が適用されてお
り、ＣＣＤ５４の受光面上にはイエロー（Ｙｅ）、シアン（Ｃｙ）、マゼンタ（Ｍｇ）、
グリーン（Ｇ）の色要素が市松状に並べられた補色カラーフィルタ（図示せず）が受光面
の各画素に対応するよう配置されている。ＣＣＤ５４では、補色カラーフィルタを通る色
に応じた被写体像のアナログ画像信号が光電変換により発生し、所定時間間隔ごとに１フ
ィールド（１フレーム分）の画像信号が、色差線順次方式に従って順次読み出される。カ
ラーテレビジョン方式としては例えばＮＴＳＣ方式が適用されており、１／６０秒間隔（
１／３０秒間隔）ごとに１フィールド分（１フレーム分）の画像信号が動画表示のために
順次読み出され、信号線ＩＣを経由してプロセッサ１０へ送られる。ＣＣＤ５４はＣＣＤ
駆動回路５２によって駆動されており、ＣＣＤ駆動回路５２から画像信号を読み出すため
のパルス信号が出力される。
【００２４】
プロセッサ１０に入力された画像信号は、不図示の前段回路にて増幅処理された後、Ａ／
Ｄ変換器２２に送られる。Ａ／Ｄ変換器２２では、アナログの画像信号がデジタルの画像
信号に変換され、デジタル画像信号が信号処理回路２４へ送られる。信号処理回路２４で
は、デジタル画像信号に対して、Ｒ，Ｇ，Ｂゲイン処理、ガンマ補正など様々な信号処理
が施されるとともに、画像信号に基づいて輝度信号が生成される。１フレーム分のデジタ
ル画像信号が順次フィールドメモリであるメモリ２６に格納される一方、輝度信号はＣＰ
Ｕ（ Central Processing Unit）を含むシステムコントロール回路３０へ順次送られる。
メモリ２６からデジタル画像信号が読み出されると、デジタル画像信号はＤ／Ａ変換器２
８においてアナログ画像信号に変換される。アナログ画像信号は、不図示の後段回路にて
所定の信号処理が施されてＮＴＳＣコンポジット信号、Ｙ／Ｃ分離信号（Ｓビデオ信号）
、ＲＧＢ分離信号などのビデオ信号としてモニタ６０へ出力され、これにより被写体像が
動画像としてモニタ６０に映し出される。
【００２５】
システムコントロール回路３０はプロセッサ１０全体を制御し、信号処理回路２４、絞り
制御回路３２、ＣＣＤ駆動回路５２などの各回路に制御信号を出力する。システムコント
ロール回路３０内のＲＯＭ（図示せず）には、フリーズ動作時における静止画像記録処理
を実行するとともにプロセッサ全体の動作を制御するためのプログラムが格納されている
。タイミングコントロール回路（図示せず）では、信号の処理タイミングを調整するクロ
ックパルスがプロセッサ１０内の各回路へ向けて出力される。
【００２６】
ライトガイド５６の入射端と集光レンズとの間には、被写体Ｓに照射される光の光量を調
整するための絞り３３が設けられており、絞り制御回路３２の制御によって開閉する。信
号処理回路２４からシステムコントロール回路３０へ送られる輝度信号に基づき、制御信
号がシステムコントロール回路３０から絞り制御回路３２へ出力される。絞り制御回路３
２は制御信号に基づいてモータ（図示せず）を駆動させ、これによりモータと接続された
絞り３３が開閉する。
【００２７】
ビデオスコープ５０にはフリーズスイッチボタン５８が設けられており、オペレータによ
ってフリーズスイッチボタン５８が押下されると、押下操作により生じた操作信号がプロ
セッサ１０のシステムコントロール回路３０へ送られる。そして、検出された操作信号に
基づいて、フリーズ動作が実行される。すなわち、所定の電子シャッタ速度による電子シ
ャッタ動作によって画像信号がＣＣＤ５４から読み出され、Ａ／Ｄ変換器２２、信号処理
回路２４等において処理される。処理された１フレーム分の画像信号は、静止画像記録の
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ためメモリ２６に記憶される。
【００２８】
メモリ２６に格納された１フレーム分の画像信号は、画像記録用メモリ７５に記録される
ととともに、ビデオレコーダ７０、ビデオプリンタ８０へ映像信号として送信される。ビ
デオレコーダ７０は静止画像を記録するための記録装置であり、ビデオプリンタ８０では
、フリーズ動作時に送られてきたビデオ信号に基づいて静止画像が印刷される。静止画像
の記録が実行されている間、メモリ２６に格納された画像信号は更新されず、新たな書き
込み処理は実行されない。これにより、モニタ６０には静止画像が表示される。また、後
述するように、フリーズスイッチボタン５８が押下されてから実際に静止画像が記録され
るまでの間、暫定的に静止画像が表示される。オペレータがフリーズスイッチボタン５８
を指から離すと、フリーズ動作が終了し、再び動画像を表示する通常観察モードに移る。
【００２９】
図２は、本実施形態におけるプロセッサ１０の動作処理を示したフローチャートである。
なお、このフローチャートはプロセッサ１０の主電源がＯＮになると、実行開始される。
【００３０】
ステップＳ１０１では、絞り３３や、信号処理におけるゲイン係数などが初期値に設定さ
れ、フリーズ動作時の電子シャッタ速度もあらかじめ定められた値に設定される。ステッ
プＳ１０２では、通常観察、すなわち動画像をモニタ６０に表示するための処理が施され
る。なお、通常観察モードでは、表示される被写体像の明るさが一定となるように自動調
光処理が実行されており、ここでは１／６０秒間隔ごとの割り込み演算処理が実行される
。ステップＳ１０２が実行されると、ステップＳ１０３へ進む。
【００３１】
ステップＳ１０３では、ビデオスコープ５０のフリーズスイッチボタン５８がオペレータ
によって押下されたか否かが判断される。フリーズスイッチボタン５８が押下されていな
いと判断された場合、ステップＳ１０２へ戻る。一方、フリーズスイッチボタン５８が押
下されたと判断された場合、ステップＳ１０４へ進む。ステップＳ１０４では、フリーズ
動作処理が実行され、静止画像がビデオレコーダ７０などへ出力されるとともに、モニタ
６０に表示される。
【００３２】
図３は、図２のステップＳ１０４におけるフリーズ動作処理のサブルーチンを示した図で
あり、図４は、フリーズ動作時における輝度信号のレベルを時系列的に示した図である。
【００３３】
本実施形態では、静止画像を記録する場合、被写体像について通常観察時の明るさとフリ
ーズ動作時の明るさが同一となるように光量調整が施される。即ち、被写体像についてフ
リーズ動作した時のＣＣＤ５４の各画素における電荷蓄積量を、同じ被写体像について通
常観察した時のＣＣＤ５４の対応する各画素における電荷蓄積量と同一となるように光量
調整する。通常観察時において画像信号が１／６０秒間隔でＣＣＤ５４から読み出されて
いることから、静止画像記録時の電子シャッタ速度は１／１２０秒に定められている。た
だし、電子シャッタ速度は、静止画像記録時におけるＣＣＤ５４の露光時間に相当する。
電子シャッタ速度が動画像表示の信号読み出し時間間隔（＝１／６０秒）の２倍のシャッ
タ速度である（露光時間が半分である）ことから、フリーズ動作時において被写体に照射
すべき光量、すなわちＣＣＤ５４の受光面に入射すべき光量は、通常観察時の光量の２倍
となる。
【００３４】
図４では、システムコントロール回路３０が検出する輝度信号のレベルが時系列的に示さ
れており、また、絞り３３を通過する光の光量（以下では、通過光量という）が輝度信号
レベルによって表されている。通常観察時においては、画像信号から検出される輝度信号
レベル、すなわち輝度値Ｙが被写体像の適切な明るさ基準を示す輝度値Ｙ１（以下では、
動画像基準輝度値という）で維持されるように自動調光処理が施されている。ただし、輝
度値は、被写体像の明るさを２５６段階で分類したときに、０～２５５の間のいずれかの
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整数値として定められる。また、輝度値はここでは輝度平均値を示しており、０～２５５
の各輝度値における画素の数とその輝度値との乗数の総和を１フィールド分の画素数で割
ることによって算出される。
【００３５】
本実施形態では、１／６０秒間隔毎に検出される輝度値Ｙを判断基準にして、被写体への
光量が２倍の光量（基準光量）に達しているか否かが判断される。すなわち、輝度値Ｙが
動画像基準輝度値Ｙ１の２倍である輝度値Ｙ２（以下では、静止画像基準輝度値という）
に達しているか否かが判断される。
【００３６】
ステップＳ２０１では、通常観察時に所定開度まで開いていた絞り３３がさらに開くよう
に、絞り制御回路３２へ制御信号が出力される。この時、絞り３３は徐々に開くように制
御される。そしてステップＳ２０２では、暫定表示動作が実行される。すなわち、暫定的
に静止画像をモニタ６０に表示するため、静止画像表示用の１フレーム分の画像信号がメ
モリ２６に格納される。このとき、電子シャッタ速度が１／６０秒による電子シャッタ動
作が実行される。メモリ２６に暫定静止画像表示用の画像信号が格納されると、後述する
記録動作が実行されるまで、メモリ２６の書き換え処理は行われない。その結果、暫定的
表示用の静止画像がモニタ６０に表示される。ステップＳ２０１で絞り３３がさらに開く
ように制御信号が出力されてからステップＳ２０２で静止画像表示用の１フレーム分の画
像信号がメモリ２６に格納されるまでの間は、絞り３３は徐々に開くように制御されるの
で、表示される暫定的表示用の静止画像の明るさは通常観察時の動画像の明るさとほとん
ど変わることがない。なお、暫定静止画像を表示している間、輝度値Ｙを算出するため、
１／６０秒間隔でＣＣＤ５４から画像信号は読み出される。ステップＳ２０３では、ＣＣ
Ｄ５４から読み出される１フィールド分の画像信号から生成される輝度信号に基づいて、
輝輝度値Ｙが順次算出される。ステップＳ２０３が実行されると、ステップＳ２０４へ進
む。
【００３７】
ステップＳ２０４では、算出された輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２と等しいか否かが
判断される。輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２と等しくないと判断されると、ステップ
Ｓ２０３へ戻り、輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２と等しくなるまで繰り返しステップ
Ｓ２０３、Ｓ２０４が実行される。一方、輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２と等しいと
判断された場合、ステップＳ２０５へ進み、絞り３３を開ける開放動作を停止するように
制御信号が絞り制御回路３２へ出力される。ステップＳ２０５が実行されると、ステップ
Ｓ２０６へ進む。
【００３８】
ステップＳ２０６では、絞り３３の開放動作を停止するように制御信号が出力されてから
絞り３３が実際に停止する間までの時間を考慮した遅延時間ＴＲ経過後、電子シャッタ速
度１／１２０秒で電子シャッタ動作が実行されるようにＣＣＤ駆動回路５２へ制御信号が
送られる。ＣＣＤ駆動回路５２は、システムコントロール回路３０からの制御信号に基づ
き、露光時間が１／１２０秒となるように電荷掃き出しパルス信号をＣＣＤ５４へ出力す
る。そして、ステップＳ２０７では、電子シャッタ速度１／１２０秒で撮像された１フレ
ーム分の静止画像に応じた画像信号がメモリ２６へ格納され、画像記録用メモリ７５、ビ
デオレコーダ７０へ静止画像が出力される。それとともに、ステップＳ２０２の実行によ
り表示されていた暫定的表示用の静止画像がステップＳ２０７で更新され、電子シャッタ
速度１／１２０秒で撮像されて実際に記録される静止画像がモニタ６０へ表示される。静
止画像を記録している間、電子シャッタ速度、すなわち露光時間が通常観察時の露光時間
の半分であるため、画像信号の輝度値Ｙは通常観察時の輝度値Ｙ１と略等しい。また、フ
リーズスイッチボタン５８がＯＦＦ状態になるまで、メモリ２６に格納された１フレーム
分の画像信号は書き換えられない。ステップＳ２０７が実行されると、このサブルーチン
は終了し、図２のステップＳ１０５へ移る。
【００３９】
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ステップＳ１０５では、オペレータがフリーズスイッチボタン５８から指を離すことによ
ってフリーズスイッチボタン５８がＯＦＦ状態になっているか否かが判断される。フリー
ズスイッチボタン５８がＯＦＦ状態ではないと判断された場合、ステップＳ１０４へ戻る
。一方、フリーズスイッチボタン５８がＯＦＦ状態になっていると判断された場合、ステ
ップＳ１０６へ進み、フリーズ動作処理が解除され、ステップＳ１０３へ戻る。主電源が
ＯＦＦになるまで、ステップＳ１０２～Ｓ１０６が繰り返し実行される。
【００４０】
以上のように本実施形態によれば、フリーズスイッチボタン５８がオペレータによって操
作されると、被写体への光量が通常観察時の２倍となるように絞り３３が開く。そして、
被写体への光量に応じた輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２に達するまで、電子シャッタ
動作は実行されない。輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２に達すると電子シャッタ動作が
実行され、通常観察時における画像信号読み出し時間間隔（＝１／６０秒）の２倍の電子
シャッタ速度（＝１／１２０秒）で画像信号が読み出され、静止画像が画像記録用メモリ
７５、ビデオレコーダ７０に記録される。
【００４１】
また、本実施形態では、フリーズスイッチボタン５８が操作されると同時に、暫定的に静
止画像表示用の画像信号がメモリ２６に格納される。そして、実際に記録される静止画像
を表示するまでの間、暫定的静止画像がモニタ６０に表示される。従って、絞り３３の開
放動作に伴ってモニタ上の画像の明るさが急激に増すことがない。
【００４２】
本実施形態では、通常観察時の明るさと記録静止画像の明るさが一致するように電子シャ
ッタ速度が１／１２０秒に定められているが、通常観察時の画像信号読み出し時間間隔に
応じてビデオスコープの手ぶれや観察部位自体の動き等による画質低下が目立たないよう
電子シャッタ速度を定めればよい。例えば、カラーテレビジョン方式として読み出し時間
間隔が１／５０秒であるＰＡＬ方式が適用される場合、電子シャッタ速度は１／１００秒
に定めてもよい。
【００４３】
静止画像の明るさがオペレータの所望する明るさとなるように電子シャッタ速度を設定し
てもよい。この場合、静止画像基準輝度値Ｙ２は、設定されたシャッタ速度に従って所定
値に定められる。また、電子シャッタ速度に関しては、オペレータによる操作によって設
定変更できる構成にしてもよい。輝度値Ｙおよび基準輝度値Ｙ１、Ｙ２は、輝度平均値以
外の代表的な値を適用してもよい。
【００４４】
本実施形態では、光量調整に絞り３３が適用されているが、その他の構成によって光量調
整を行ってもよい。例えば、液晶板や偏光板を適用させ、電圧制御によって光量調整して
もよい。あるいは、光源として発光ダイオードを適用し、発光ダイオードの発光量を制御
して光量調整を行ってもよい。この場合、輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２に達した時
点で、遅延時間ＴＲを設けることなくすぐに電子シャッタ動作を実行して画像記録動作を
行うことが可能となる。
【００４５】
次に、図５、図６を用いて、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、第
１の実施形態と異なり、絞り３３の開放動作と同時に電子シャッタ動作が実行される。そ
の他の構成に関しては、実質的に第１の実施形態と同じである。
【００４６】
図５は、第２の実施形態における図２のステップＳ１０４のサブルーチンを示しており、
図６は、第２の実施形態における輝度信号レベルを時系列的に示した図である。フリーズ
スイッチボタン５８が操作されると、フリーズ動作処理が実行開始される。
【００４７】
ステップＳ３０１では、フリーズスイッチボタン５８に対する操作に従い、絞り３３が開
くように制御信号が絞り制御回路３２へ出力される。そして、ステップＳ３０２では、絞
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り３３の開放動作と同時に電子シャッタ動作が実行される。ステップＳ３０３では、静止
画像を暫定的にモニタ６０へ表示するため、１フレーム分の静止画像に応じた画像信号が
メモリ２６に格納され、メモリ２６に格納された画像信号がモニタ６０へ出力される。記
録動作が実行されるまでの間、メモリ２６の書き換え処理は行われない。
【００４８】
ステップＳ３０４では、読み出される画像信号に基づいて輝度値Ｙが算出される。図６に
示すように、電子シャッタ動作が絞り３３の開放と同時に実行されるため、検出される輝
度値Ｙは瞬間的に通常観察時の輝度値Ｙ１の半分になり、絞り３３が徐々に開くに従って
検出される輝度値Ｙも徐々に大きくなっていく。第２の実施形態では、動画像基準輝度値
Ｙ１と静止画像基準輝度値Ｙ２は等しい。
【００４９】
ステップＳ３０５では、輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２と等しいか否かが判断される
。輝度値Ｙが基準輝度値Ｙ１と等しくないと判断された場合、ステップＳ３０４へ戻る。
一方、輝度値Ｙが静止画像基準輝度値Ｙ２と等しいと判断された場合、ステップＳ３０６
へ進み、絞り３３の開放動作が停止される（図６参照）。そして、ステップＳ３０７では
、静止画像記録動作が実行され、電子シャッタ動作により得られた画像信号がメモリ２６
に格納され、画像記録用メモリ７５、ビデオレコーダ７０へ静止画像が記録される。それ
とともに、ステップＳ３０３の実行により表示されていた暫定的表示用の静止画像がステ
ップＳ３０７で更新され、実際に記録される静止画像がモニタ６０へ表示される。ステッ
プＳ３０７が実行されると、このサブルーチンは終了する。
【００５０】
このように第２の実施形態によれば、フリーズスイッチボタン５８が操作されると、絞り
３３が徐々に開くと同時に電子シャッタ動作が実行される。そして、検出される輝度値Ｙ
が静止画像基準輝度値Ｙ２と等しくなった場合、静止画像記録動作が実行され、静止画像
が記録される。
【００５１】
【発明の効果】
このように本発明によれば、フリーズ動作を繰り返し実行することなく、適切な明るさの
静止画像を得ることができるとともに、フリーズ動作の最中において被写体観察に支障の
ない画像をモニタに表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施形態である電子内視鏡装置のブロック図である。
【図２】プロセッサのメイン動作処理を示したフローチャートである。
【図３】図２のステップＳ１０４におけるフリーズ動作処理のサブルーチンを示した図で
ある。
【図４】フリーズ動作時における輝度信号のレベルを時系列的に示した図である。
【図５】第２の実施形態におけるフリーズ動作処理のサブルーチンを示した図である。
【図６】第２の実施形態におけるフリーズ動作時における輝度信号のレベルを時系列的に
示した図である。
【符号の説明】
１０　プロセッサ
２４　信号処理回路
２６　メモリ
３０　システムコントロール回路
３２　絞り制御回路
３３　絞り（光量調整手段）
５０　ビデオスコープ
５２　ＣＣＤ駆動回路
５４　ＣＣＤ（撮像素子）
５８　フリーズスイッチボタン
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６０　モニタ
７０　ビデオレコーダ
７５　画像記録用メモリ
Ｙ　　輝度値
Ｙ１　動画像基準輝度値
Ｙ２　静止画像基準輝度値

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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摘要(译)

要解决的问题：在不重复执行冻结操作的情况下获得适当明亮的静止图像，并在监视器上显示在冻结操作过程中对客观观察没有损
害的图像。解决方案：监视器60连接到处理器10，处理器10处理从视频内窥镜50的CCD 54读出的图像信号，以便执行运动图像的
显示。当操作者操作设置在视频内窥镜50上的冻结开关按钮58时，打开孔径33，直到由从CCD 54读出的图像信号计算的亮度值达
到预定值。同时，不执行电子快门操作和静止图像的记录操作。当亮度值变为预定值时，执行电子快门操作和记录操作，并且将静
止图像记录到图像记录存储器75和视频记录器70中并从图像记录存储器75和视频记录器70输出。当操作冻结开关按钮58时，静止
图像图像暂时显示在监视器60上，直到实际记录静止图像。Ž
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